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月定例会が開会され、本会議初日の1日、この度の市職
員による一般廃棄物最終処分場の随意契約に関する贈収

賄事件により、市長・副市長の給与をそれぞれ、30%（3ヶ
月）、20％（3ヶ月）減額する処分案が審議されました。市で
は、「随意契約適正化に係るガイドライン」を作成し、12月1
日から運用を始めるとしているが、今回の事件が起こった背景
やその原因、人事や組織の在り方などについては、平成27年
度末を目途に報告書に取りまとめるとしています。この議案に
ついて議員の一部からは「決してあってはならない事案であ

り、信頼を著しく失っている。市では契約ガイドラインを策定
し再発防止に努めるとしているが、事件の背景は市役所全体に
おける体制の欠陥にある。不明な部分の全容解明や、体制の立
て直し無くして、市長自身の処分はあり得ない。順番が逆であ
り、時期尚早である。まずは、一刻も早い原因究明と組織や人
事の在り方をしっかりと正し、その上での処分が妥当である」
などの意見が出され、採決の結果、賛成8反対10で否決されま
した。   

処分の前に原因の徹底究明と組織体制の立て直しを示せ！
12月1日定例会初日 市長・副市長の処分案件を否決 （賛成８ 反対10）

処分の前に原因の徹底究明と組織体制の立て直しを示せ！
12月1日定例会初日 市長・副市長の処分案件を否決（賛成８ 反対10）

12月定例会 開会（会期 12月1日～12月22日）

市職員による贈収賄事件
～原因の徹底究明と再発防止策を～

12

会としても原因の徹底した究明と再発防止策を提言する
ため、地方自治法第98条1項に基づく事務検査権を発動

し、調査特別委員会を設置しました。12月8日に1回目の会議
を開催し、今後の進め方などについて協議しています。市議会
では、二度とこうした不祥事が起こらぬよう徹底した調査と提
言を行います。

市議会としての独自調査開始　地方自治法第98条1項に基づく検査権発動
「随意契約不正事務処理に関する調査特別委員会」を設置

議
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＜ 随意契約不正事務処理に関する調査特別委員会 ＞
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